
令和5年10月1日から複数税率に対応した消費税の仕入税
額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス
制度)が開始されます。制度開始時にインボイス発行事業
者となるには、課税事業者の方も含め、令和5年３月31日
までの登録申請手続きが必要です。
制度をご理解いただき、必要な準備や検討を円滑に行って
いただけるよう、オンライン説明会を開催しますので、是
非ご参加をお願いします。

【WEB説明会(Webex) 】
・1回目 令和4年3月16日(水曜日)14時00分～15時30分
・2回目 令和4年3月17日(木曜日)14時00分～15時30分
・3回目 令和4年3月18日(金曜日)14時00分～15時30分
※各回とも説明内容は同じです。

【自宅等でのオンライン参加が困難な方】
〇会場１（福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島、鹿屋）

2回目 令和4年3月17日(木曜日)のみ視聴会場設置
〇会場２（熊本）

１～３回目（３月16日、17日、18日）とも視聴会場設置

消費税インボイス制度説明会
農林漁業者の皆様、関連事業者の皆様、制度改正への準備はお考えですか。

【講師】財務省・国税局職員及び農林水産省職員

【内容】適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

【申込み方法】
九州農政局のHPよりインターネット等にてお申込ください。

九州農政局 インボイス制度説明会 で検索ください。

（ https://www.maff.go.jp/kyusyu/press/kikaku/220224.html ）

【問い合わせ先】
九州農政局企画調整室 電話096-211-9111（内線4123）

平山・木下

主催：九州農政局及び各県拠点

【視聴】スマートフォン、タブレットでも視聴可能です
※Wi-Fi 環境下で使用できない場合、別途パケット通信料のご
負担が発生しますのでご留意ください。

https://www.maff.go.jp/kyusyu/press/kikaku/220224.ht


オンライン視聴会場（3月16日、17日、18日開催）
（1）熊本県会場

九州農政局 １０階第６会議室
熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎

オンライン視聴会場（3月17日(木曜日)のみ）
（2）福岡県会場

九州農政局 福岡県拠点 １階会議室
福岡市博多区住吉3-17-21

（3）佐賀県会場
九州農政局 佐賀県拠点 １階第１会議室
佐賀市栄町3-51

（4）長崎県会場
九州農政局 長崎県拠点 ３階WEB会議室
長崎市岩川町16-16  長崎地方合同庁舎

（5）大分県会場
九州農政局 大分県拠点 ３階WEB会議室
大分市中島西1丁目2-28

（6）宮崎県会場
九州農政局 宮崎県拠点 １階大会議室
宮崎市老松2丁目 3-17

（7）鹿児島県会場
九州農政局 鹿児島県拠点 ４階図書資料室
鹿児島市山下町13-21  鹿児島合同庁舎

（8）鹿屋会場
九州農政局 鹿屋駐在所 １階会議室
鹿屋市西原4-5-1   鹿屋合同庁舎

注意事項
〇主催者において検温、換気等、新型コロナ感染症対策に
配慮し説明会（視聴）を実施しますが、参加者におかれま
してもマスクの着用等のご協力をお願いします。なお、各
県におけるまん延防止等重点措置等の対策に鑑み、可能な
範囲でオンライン(Webex)での参加をご検討ください。


